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外部専門家を含む「再発防止対策委員会」設置に関するお知らせ 
 

平成 28年 10月 17日付の「「幸楽苑 静岡清水インター店」における異物混入報道に関するお知ら

せ」でお知らせしましたとおり、異物が混入した商品をお客様に提供してしまうという事案が発生し

ました。お客様をはじめ関係者の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、改めて

深くお詫び申し上げます。 

当社は本事案の再発を防止するために、以下の緊急措置を講じてまいりました。 

１． 本事案の経緯及び事実関係の調査 

２． 異物混入の再発を防止するための緊急対策の実施 

・本事案の直接的な原因となったチャーシュースライサーの全店舗からの撤去 

・緊急店長会議を開催、全店舗の店長に対し、当社代表取締役社長による経営理念の再確認

を行うとともに、外部専門家による危機管理の基本の研修、店舗の清掃・衛生管理につい

ての研修を実施 

また、平成 28 年 10 月 27日、一部の商業施設内店舗を除く全店舗を休業し、従業員に対する、当

社の経営理念、危機管理、及び店舗の清掃・衛生管理に関するトレーニングと、店舗内の清掃、調理

器具の一斉点検を実施いたします。 

さらに当社は、本事案の根本的な原因の分析と実効性のある再発防止策の策定及び実行を目的とし

て、外部の専門家を含む再発防止対策委員会を下記のとおり設置いたします。 

 

記 

 

１．再発防止対策委員会のメンバー 

委 員 長 当社常務取締役 経営管理本部長 新井田 昇 

副 委 員 長 PwCビジネスアシュアランス合同会社 

 パートナー 公認会計士 丸山 琢永 

このほかに、委員として外部専門家が参画。 

２．取り組み内容 

・本事案の根本的な原因の解明 

・実効性の高い再発防止策の策定と迅速に実行するための体制整備 

・お客様をはじめとする多様なステークホルダーの利益を考えた迅速かつ的確な情報開示体

制の整備・運用 

３．今後の対応  

本事案の根本的な原因及び再発防止策については、再発防止対策委員会からの答申を受けて、

内容が具体化したタイミングで改めて皆様にご報告申し上げます。 

 

当社は、食の安全を何よりも重要なこととしてお客様が安心できる商品の提供に全社を挙げて全力

で取り組んでまいります。 

 

以  上 


